
奈
良
県
立
都
市
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十
一
号
）
第
二
十
条
第
二
項
に
規

定
す
る
大
渕
池
公
園
の
公
園
施
設
の
利
用
料
金
の
額
で
平
成
三
十
年
四
月
一
日
以
降
の
利
用
に
係
る
も

の
を
次
の
と
お
り
承
認
し
ま
し
た
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

体
育
館
の
利
用
料
金

種

別

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
か
ら

午
前
九
時
か
ら

午
後
六
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
九
時
ま
で

床
面
積
の
三
分

九
二
〇
円

一
、
二
三
〇
円

二
、
〇
五
〇
円

一
、
四
九
〇
円

の
一
以
下
の
使

用床
面
積
の
三
分

一
、
二
三
〇
円

一
、
八
五
〇
円

三
、
〇
八
〇
円

二
、
二
一
〇
円

の
一
を
超
え
二

分
の
一
以
下
の

使
用

床
面
積
の
二
分

二
、
四
六
〇
円

三
、
七
〇
〇
円

六
、
〇
六
〇
円

四
、
四
七
〇
円

の
一
を
超
え
る

使
用

注

入
場
料
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
は
、

こ
の
表
に
定
め
る
額
の
一
・
五
倍
に
相
当
す
る
額
と
し
ま
す
。

二

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
の
利
用
料
金

種

別

午
前
九
時
か
ら

午
後
一
時
か
ら

午
前
九
時
か
ら

午
後
五
時
か
ら

正
午
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
五
時
ま
で

午
後
七
時
ま
で

（
六
月
十
六
日



か
ら
八
月
十
五

日
ま
で
の
期
間

に
限
る
。
）

一

面

一
、
一
三
〇
円

一
、
四
四
〇
円

二
、
四
六
〇
円

一
時
間
に
つ
き

三
七
〇
円

注

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八

号
）
に
規
定
す
る
休
日
は
、
半
日
単
位
の
み
の
利
用
を
原
則
と
し
、
コ
ー
ト
に
空
き
が
あ
る

場
合
等
に
限
り
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
の
利
用
を
認
め
ま
す
。
こ
の
場
合
の
利
用
料

金
の
総
額
は
、
二
、
五
七
〇
円
と
し
ま
す
。

三

運
動
場
の
利
用
料
金

四
時
間
以
内
の
場
合

六
一
〇
円

四
時
間
を
超
え
る
場
合

九
七
〇
円

注
１

入
場
料
（
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
け
る
利
用
料
金
は
、

こ
の
表
に
定
め
る
額
の
一
・
五
倍
に
相
当
す
る
額
と
し
ま
す
。

２

日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
休
日
は
、
四
時
間
以

内
の
利
用
を
原
則
と
し
、
運
動
場
に
空
き
が
あ
る
場
合
等
に
限
り
更
に
四
時
間
以
内
の
利

用
を
認
め
ま
す
。
こ
の
場
合
の
利
用
料
金
の
総
額
は
、
一
、
二
二
〇
円
と
し
ま
す
。
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